
『なるほど図解 著作権法のしくみ（第３版）』 

お詫びと訂正 

 

本書におきまして、以下のように誤りがございました。お詫び申し上げますとともに、 

次のとおり訂正を致します。 

 

中央経済社 

 

該当箇所 誤 正 

目次 Pⅶ、本文 P110 

52 “翻案と二次的著作物”

タイトル横の一文 

原著作物の本質的な特徴が

失われていることを翻案と

いう 

原著作物の本質的な特徴が

失われていないことを翻案

という 

 


